
 
 

郵便関係手当の基準物数の設定について 

 
 郵便事業会社信越支社総務部は、本日（4 月 25 日）「郵便関係手当の基準物数の設

定」について地方本部に説明してきました。 
 
 標記の趣旨は、郵便区分能率向上手当及び郵便配達能率向上手当の支給基準となっ

ている基準物数を平成２４年度用に設定するものです。 
 対象支店は集配センターを含む全支店とし、適用日は平成２４年４月１日（日）と

なります。 
 
 基準物数の算出は、郵便内務については平成２３年９月・１０月・１１月期の業務

運行記録表から水曜・木曜・金曜日の差立・配達区分の処理物数と労働時間によって

１時間当たりの区分物数、郵便外務については同じく業務運行記録表から配達物数と

労働時間によって算出しています。 
 算出された物数と平成２３年度の基準物数を比べ、大きい方が平成２４年度の基準

物数となります。 
郵便内務では通常郵便物の減少により、新発田・見附・長野・長野南・須坂・上田・

木曽福島・伊那・茅野支店を除き、平成２３年度基準物数（支社資料参照）が適用さ

れます。 
郵便外務でも平成２３年度基準物数の方が大きい傾向にありますが、資料が膨大な

ため、各支店の基準物数は関係支部へ送付します。（各分会、集配センターへの連絡、

周知を要請します） 
なお、手当額について、郵便区分能率向上手当（内務）は１８０円／日、郵便配達

能率向上手当（外務）は２４０円／日であり、支給額は月最高１３日となっています。 
 
また、基準日が４月１日であるにも拘らず、地方交渉が４月下旬になったことにつ

いて、５月支給に向けた、支店計画担当者の業務煩瑣が想定されます。来年度は早期

の取りまとめを申し入れ、本情報提供を受けました。 
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